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●
補
助
の
要
件　

建
物
の
所
有
者
ま

　

た
は
占
有
者
が
、
町
内
に
事
業
所

　

を
置
く
建
築
業
者（
下
水
道
接
続

　

の
場
合
は
町
の
指
定
工
事
業
者
）

　

に
施
工
を
依
頼
す
る
こ
と

●
補
助
金
の
額

　

対
象
工
事
費
の
10
分
の
３
以
内

※
上
限
20
万
円
。
１
０
０
０
円
未
満

　

切
り
捨
て
）

●
実
施
期
間　

平
成
28
年
度
ま
で

【
申
込
・
問
い
合
わ
せ
】

建
設
デ
ザ
イ
ン
課

上
下
水
道
対
策
班　

下
水
道
係

☎
０
８
９
３
（
４
４
）６
１
５
８

　

下
水
道
や
合
併
処
理
浄
化
槽
の
普

及
率
向
上
と
、
町
内
業
者
の
利
用
に

よ
る
経
済
活
性
化
を
目
的
に
、「
内

子
町
住
環
境
整
備
促
進
事
業
補
助

金
」を
交
付
し
ま
す
。

●
対
象

　

下
水
道
や
合
併
処
理
浄
化
槽
に
接

　

続
す
る
た
め
の
、
ト
イ
レ
改
修
を

　

主
と
し
た
水
回
り（
台
所
、
洗
面
、

　

風
呂
場
な
ど
）の
屋
内
改
修
工
事

　

で
費
用
が
30
万
円
以
上（
消
費
税

　

含
む
）の
も
の

※
新
築
は
対
象
外
。
ま
た
他
制
度
に

　

基
づ
く
補
助
対
象
部
分
は
除
く
。

下
水
道
や
合
併
処
理
浄
化
槽
に
接
続
す
る
た
め
の

工
事
費
用
な
ど
を
補
助
し
ま
す※

人
槽
区
分
に
よ
り
異
な
り
ま
す
。

●
申
込
方
法

　

あ
ら
か
じ
め
、「
合
併
処
理
浄
化

　

槽
設
置
要
望
書
」を
提
出
し
て
く

　

だ
さ
い
。（
要
望
書
は
下
水
道
係

　

に
あ
り
ま
す
）

【
申
込
・
問
い
合
わ
せ
】

建
設
デ
ザ
イ
ン
課

上
下
水
道
対
策
班　

下
水
道
係

☎
０
８
９
３
（
４
４
）６
１
５
８

　

新
築
の
際
に
合
併
処
理
浄
化
槽
を

設
置
し
た
り
、
く
み
取
り
式
ト
イ
レ

や
単
独
浄
化
槽
か
ら
転
換
し
た
り
す

る
場
合
に
、
そ
の
費
用
の
一
部
を
補

助
し
ま
す
。

●
補
助
金
の
例
（
限
度
額
）

▽
新
築
設
置（
５
人
槽
）の
場
合
＝

　

33
万
２
０
０
０
円

▽
転
換
設
置（
５
人
槽
）の
場
合
＝

　

40
万
円

合
併
処
理
浄
化
槽
の
設
置
費
用
を
補
助
し
ま
す

　

Ｑ：追納とはどのような制度ですか。
Ａ：追納とは、保険料免除や学生納付特例、若
　年者納付猶予を受けた場合で、10年以内であ
　れば、保険料をさかのぼって納めることがで
　きる制度です。例えば、 平成28年４月分の保
　険料は平成38年４月までの期間であれば追
　納できます。追納をすると、将来受け取る老
　齢基礎年金を増額することができます。
※追納額は、免除や猶予などの承認を受けた翌
　年度から、２年度目までは当時の保険料のま
　まですが、３年度目以降は、加算額が追加さ
　れます。早めの追納をお勧めします。
Ｑ：後納とはどのような制度ですか。
Ａ：後納とは、納め忘れや時効で納付できなかっ
　た国民年金の保険料を、過去５年分までであ
　れば納めることができる制度です。後納をす
　ると、年金額が増えたり、納付期間不足で年

ねんきん　　＆ ～国民年金保険料編②～

【問い合わせ】
○松山西年金事務所
☎０８９（９２５）５１０５
○住民課　国民年金係
☎０８９３（４４）６１５２

環境政策室

からの

お知らせ

　内子町のごみ問題について一緒に考え、行政
に対して意見や提案を行う委員を募集します。
●募集内容　ごみ減量検討委員　10人
●任期　１年（年数回の委員会を予定）
●内容　検討委員として、内子町のごみ問題の
　現状を把握し、分別の方法やごみの削減など
　について意見や提案を行う。
●応募期限　６月20日（月）

【応募・問い合わせ】
環境政策室
☎０８９３（４４）６１５９

ごみ減量検討委員を募集します ～ごみについて一緒に考えませんか～

ご
み
減
量
検
討
委
員
会
の
様
子

金を受給できなかった人が受給資格を得ら　
れたりする場合があります。

　

６
回
ま
で
助
成
し
ま
す
。

●
申
請
方
法　

治
療
が
終
了
し
た
年
度

　

内
に
、
次
の
①
〜
⑤
の
書
類
を
持
参

　

の
上
、
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

①
愛
媛
県
特
定
不
妊
治
療
費
助
成
事
業

　

受
診
等
証
明
書

②
特
定
不
妊
治
療
費
助
成
事
業
承
認
決

　

定
通
知
書
の
写
し

③
特
定
不
妊
治
療
を
受
け
た
医
療
機
関

　

発
行
の
領
収
書
ま
た
は
写
し

④
印
鑑（
シ
ャ
チ
ハ
タ
不
可
）

⑤
申
請
者
名
義
の
口
座

【
申
込
・
問
い
合
わ
せ
】

地
域
医
療
・
健
康
増
進
セ
ン
タ
ー

（
五
十
崎
保
健
セ
ン
タ
ー
）

☎
０
８
９
３（
４
４
）６
１
５
５

　

内
子
町
で
は
、
不
妊
治
療
の
う
ち

特
定
不
妊
治
療（
体
外
受
精
・
顕
微

授
精
）
を
行
っ
た
人
に
対
し
、
治
療

費
の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。

●
対
象
者　

次
の
全
て
に
該
当
す
る
人

▽
愛
媛
県
の
特
定
不
妊
治
療
費
助
成

　

事
業
の
対
象
者
で
、
助
成
金
の
交

　

付
決
定
を
受
け
て
い
る
こ
と

▽
夫
婦
の
い
ず
れ
か
が
内
子
町
内
に

　

１
年
以
上
住
所
を
有
し
て
い
て
、

　

法
律
上
の
夫
婦
で
あ
る
こ
と

▽
町
税
の
滞
納
が
な
い
こ
と

●
助
成
金
額　

治
療
に
要
し
た
費
用

　

か
ら
、
愛
媛
県
の
助
成
金
を
差
し

　

引
い
た
残
り
の
金
額
。
１
回
の
治

　

療
に
つ
き
５
万
円
を
限
度
と
し
、

特
定
不
妊
治
療
費
の
一
部
を
助
成
し
ま
す

　後納できる保険料は、平成27年9
月までは過去10年分でしたが、同年
10月からは過去5年分になりました。
　後納できる期間は、平成30年９月
までです。ご注意ください。

後納についてポイント解説

【
問
い
合
わ
せ
】

内
子
町
教
育
委
員
会　

学
校
教
育
課

（
内
子
分
庁
内
）

☎
０
８
９
３
（
４
４
）
２
１
２
４

　

保
護
者
や
町
民
の
皆
さ
ん
に
、
教

科
書
へ
の
関
心
を
持
っ
て
も
ら
う
こ

と
を
目
的
に
、
29
年
度
に
小
・
中
学

校
で
使
用
す
る
教
科
書
の
展
示
会
を

開
き
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。

●
展
示
期
間
　
６
月
17
日（
金
）

　
　
　
　
　
　

〜
７
月
３
日（
日
）

●
展
示
時
間　

午
前
９
時
30
分

　
　
　
　
　
　

〜
午
後
６
時

●
場
所　

内
子
町
図
書
情
報
館

教
科
書
展
示
会
の
ご
案
内

展示される教科書の一部

《参考》　内子町で出るごみの量は増加傾向にあ
ります。23年度4,293㌧だったごみの量は、27年
度には4,583㌧にまで増えました。
　内子町から出るごみは約８割が燃えるごみで、
その内訳は紙・布類が約31㌫、プラスチック類
が約46㌫を占めています。それらのごみをどのよ
うに減らすかが大きな課題です。

■年間ごみ・資源物排出量

5,000

H23
4,000

H24 H26H25 H27

（ｔ）

4,293
4,263

4,452
4,568 4,583
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　28年度から国民健康保険税の軽減対象所得と
課税限度額が次のとおり変わります。
《内容》
①世帯の合計所得が一定基準以下の場合、所得に
　応じて均等割と平等割が７割、５割、２割の割
　合で軽減されます。５割と２割の軽減を見直し、
　対象となる範囲を拡大します。（下表参照）
②国民健康保険税を構成する医療保険分、後期　

高齢者医療支援金分、介護保険分の課税限度　
額のうち、2つを次のとおり引き上げます。
▷医療保険分　52万円→54万円
▷後期高齢者医療支援金分　17万円→19万円

【問い合わせ】
税務課　保険税係
☎０８９３（４４）６１５３

軽減割合 27年度 28年度

７割軽減 所得≦ 33万円 変更なし

５割軽減 所得≦ 33万円＋ 26万円×被保険者数 所得≦ 33万円＋ 26.5万円×被保険者数

２割軽減 所得≦ 33万円＋ 47万円×被保険者数 所得≦ 33万円＋ 48万円×被保険者数

国民健康保険税の変更点について

（表）軽減の対象となる所得

※被保険者数には、同じ世帯で国民健康保険から後期高齢者医療へ移行したもの（特定同一世帯所属者）
　も含む。
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※
受
給
者
証
を
持
っ
て
い
る
人
は
、
６

　

月
末
ま
で
に
更
新
が
必
要
で
す
。

●
受
給
の
手
続
き　

　

対
象
者
全
員
の
保
険
証
、
印
鑑
、
資

　

格
証
明
が
で
き
る
証
明
書
・
書
類
な

　

ど
を
持
っ
て
申
請

《
重
度
心
身
障
が
い
者
医
療
費
助
成
》

●
対
象　

次
の
い
ず
れ
か
の
交
付
を
受

　

け
て
い
る
人

▽
身
体
障
が
い
者
手
帳
１
ま
た
は
２
級

▽
療
育
手
帳
判
定
Ａ

▽
療
育
手
帳
判
定
Ｂ（
中
度
）
で
身
体

　

障
が
い
者
手
帳
３
～
６
級

●
受
給
の
手
続
き　

　

保
険
証
、
印
鑑
、
障
が
い
者
手
帳
や

　

療
育
手
帳
を
持
っ
て
申
請

※
２
年
ご
と
に
更
新
が
必
要
で
す
。

《
子
ど
も
医
療
費
助
成
》

●
対
象　

町
内
に
住
所
が
あ
り
、
健
康

　

保
険
に
加
入
し
て
い
る
児
童

●
助
成
期
間　

・
通
院
費
お
よ
び
入
院
費

　

出
生
の
日
か
ら
中
学
校
を
卒
業
す
る

　

年
の
３
月
31
日
ま
で

●
受
給
の
手
続
き　

　

保
険
証
と
印
鑑
を
持
っ
て
申
請

【
申
請
・
問
い
合
わ
せ
】

保
健
福
祉
課

☎
０
８
９
３（
４
４
）６
１
５
４

　

内
子
町
で
は
、
次
の
事
項
に
該
当

す
る
人
に
医
療
費
の
助
成
を
行
っ
て

い
ま
す
。
医
療
機
関
で
診
療
を
受
け

た
場
合
、
本
人
負
担
分（
保
険
診
療

以
外
の
一
部
負
担
金
は
除
く
）を
町

が
助
成
し
ま
す
。

《
ひ
と
り
親
家
庭
医
療
費
助
成
》

●
対
象　

一
人
親
家
庭
の
父
ま
た
は

　

母
と
児
童
／
準
母
子
家
庭
の
祖
母

　

と
孫
ま
た
は
姉
と
弟
妹
／
準
父
子

　

家
庭
の
祖
父
と
孫
ま
た
は
兄
と
弟

　

妹
／
父
母
の
い
な
い
児
童

●
資
格
要
件　

次
の
①
～
④
全
て
に

　

該
当
す
る
家
庭

①
生
活
保
護
を
受
け
て
い
な
い
家
庭

②
父
ま
た
は
母
を
被
保
険
者
と
す
る

　

同
一
の
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い

　

る
こ
と

③
前
年
の
所
得
税
が
非
課
税
で
あ
る

　

こ
と

④
家
庭
主
が
児
童
を
監
護
し
、
生
計

　

を
維
持
し
て
い
る
こ
と

●
助
成
期
間

・
母
ま
た
は
父
…
申
請
日
か
ら
子
ど

　

も
が
20
歳
に
到
達
し
た
日
ま
で（
婚

　

姻
し
た
場
合
は
婚
姻
日
ま
で
）

・
児
童
…
20
歳
に
達
す
る
日
ま
で

※
20
歳
以
上
で
も
、
就
学
中
の
人
や

　

重
度
の
心
身
障
が
い
者
は
対
象
と

　

な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

医
療
費
の
助
成
制
度
―
―
手
続
き
は
お
早
め
に
―
―

　内子町では、全ての人の人権を尊重し、差別
のない明るく心豊かなまちづくりの一環として、
「身元調査お断り運動」を進めています。
　身元調査は、結婚・就職のときなどに、本人
や家族に関する情報を、本人の知らないところ
で調べたり、調査会社に依頼して調査をしたり
することです。こうした身元調査は、正しい情
報が伝わらない可能性があるため、不利益を受
けたり、差別行為につながったりする場合があ
ります。
　「身元調査お断り運動」は、身元調査をきっ
ぱり断ることにより、個人のプライバシーを保
護し、町民一人一人の人権を守る方法の１つで
す。皆さんもご協力ください。
【問い合わせ】
自治・学習課　生涯学習係（内子分庁内）
☎０８９３（４４）２１１４

人権に関わる身元調査をなくそう

人権コラム＊幸せへの道

　

環
境
に
関
す
る
取
り
組
み
に
つ
い

　

て
、
具
体
的
な
行
動
内
容
や
目
標

　

を
定
め
、
達
成
状
況
を
監
査
し
ま

　

す
。

●
活
動
日
数　

年
間
６
～
７
日

●
申
込
方
法　

電
話
で
お
申
し
込
み

　

く
だ
さ
い
。

●
申
込
期
限　

６
月
17
日（
金
）

【
申
込
・
問
い
合
わ
せ
】

環
境
政
策
室

☎
０
８
９
３
（
４
４
）６
１
５
９

　

内
子
町
は
、
環
境
自
治
体
と
し
て

Ｌ
Ａ
Ｓ
ー
Ｅ
制
度
に
取
り
組
ん
で
い

ま
す
。

　

こ
の
制
度
に
基
づ
き
、
取
り
組
み

の
内
容
や
目
標
を
定
め
る
目
標
設
定

委
員
を
募
集
し
ま
す
。
エ
コ
ロ
ジ
ー

タ
ウ
ン
内
子
を
目
指
し
て
、
一
緒
に

活
動
し
ま
せ
ん
か
。

●
募
集
人
員　

５
人
程
度

●
申
込
資
格　

平
日
、活
動
で
き
る
人

●
活
動
内
容　

役
場
や
学
校
な
ど
の

Ｌ
Ａ
Ｓ
ー
Ｅ
の
目
標
設
定
委
員
を
募
集
し
ま
す

態
で
水
道
メ
ー
タ
ー
の
パ
イ
ロ
ッ
ト
を

確
認
し
て
く
だ
さ
い
。
パ
イ
ロ
ッ
ト
が

回
っ
て
い
る
と
き
は
漏
水
の
可
能
性
が

あ
り
ま
す
。
す
ぐ
に
止
水
栓
を
閉
め
、

内
子
町
指
定
給
水

工
事
事
業
者
に
修

理
を
依
頼
し
て
く

だ
さ
い
。
な
お
、
漏

水
時
の
下
水
道
使

用
料
に
は
減
免
措

置
が
あ
り
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
】

建
設
デ
ザ
イ
ン
課　

上
下
水
道
対
策
班

☎
０
８
９
３（
４
４
）６
１
５
８

　

６
月
１
～
７
日
は
、
水
道
事
業
に

つ
い
て
、理
解
を
深
め
て
も
ら
う
た
め

の
水
道
週
間
で
す
。

　

水
道
水
が
で
き
る
ま
で
の
仕
組
み
・

水
道
料
金
・
水
の
大
切
さ
な
ど
に
つ
い

て
、皆
さ
ん
も
考
え
て
み
て
く
だ
さ
い
。

《
漏
水
を
チ
ェ
ッ
ク
し
ま
し
ょ
う
》

　

家
中
の
水
道
蛇
口
を
閉
め
た
状

第
58
回
水
道
週
間
ス
ロ
ー
ガ
ン

「
じ
ゃ
口
か
ら
安
心
と
ど
け
未
来
ま
で
」

28年度ポスター

パイロット

　

　
「身元調査お断りステッカー」について

　内子町では「身元調査お断り運動」の
一環としてステッカーを作成し、町内の
全ての世帯に配布しています。
　ステッカーが汚れたり剥がれたりした
ときは、自治・学習課までご連絡くださ
い。新しいステッカーをお届けします。
玄関先などに貼って、運動にご協力くだ
さい。調査拒否
の姿勢を示して、
町 民 一 人 一 人
が住んでよかっ
たと 感 じること
のできるまちづ
くりを目指しま
しょう。
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ド
イ
ツ
・
ロ
ー
テ
ン
ブ
ル
ク
市
と

の
姉
妹
都
市
盟
約
締
結
５
周
年
を

記
念
し
て
、
町
長
・
議
長
を
は
じ
め

と
す
る
訪
問
団
18
人
が
５
月
８
～
17

日
、
現
地
を
訪
問
し
ま
し
た
。
研
修

内
容
を
次
の
日
程
で
報
告
し
ま
す
。

●
日
時　

６
月
28
日（
火
）

　

午
後
7
時
～

●
場
所　

内
子
自
治
セ
ン
タ
ー

【
問
い
合
わ
せ
】

自
治
・
学
習
課　

生
涯
学
習
係

☎
０
８
９
３（
４
４
）２
１
１
４

ロ
ー
テ
ン
ブ
ル
ク
市
訪
問
事
業
報
告
会
を
開
催
し
ま
す

　内子町外出身者で、農業に意欲的に取り組む人
を募集します。研修施設を利用して、農業経営な
どを学ぶことができます。ぜひ、ご紹介ください。
●募集要件
・内子町外出身者で農業経営の意欲があり、概ね
　60歳未満の人
・施設退去後も５年以上内子町に居住し農業を営
　む見込みがある人
・研修中や就農後も、施設・菜園などの適切な管
　理を行い、地域の人と協力して活動ができる人
●募集世帯　３世帯（先着順）
●家賃　月額３万円
●施設利用期間　１年間
●研修者への支援内容
・施設退去後の居住や農地探し
・40歳未満の人に対しての、研修期間中の助成金
　制度（別途審査あり）

・施設退去後も５年以上町内で就農した人には、
　施設入居期間中の家賃相当額を奨励金として
　交付
●利用者の決定　書類・面接審査により決定
※詳しい申込方法などは、お問い合わせください。
【申込・問い合わせ】
内子町農村支援センター（内子分庁内）
☎０８９３（４４）２１９９

内子町農村支援センターからのお知らせ
内子町外出身の知人や友人で、
農業を始めたい人はいませんか

研修施設とハウスの外観

30年戦争をテーマにした聖霊降臨祭 古文書などの資料整理をするサポーター

く
だ
さ
い
。

【
申
込
・
問
い
合
わ
せ
】

八
日
市
・
護
国
町
並
保
存
セ
ン
タ
ー

☎
０
８
９
３
（
４
４
）５
２
１
２

　

木
蠟
資
料
館
上
芳
我
邸
で
、
歴
史

資
料
の
整
理
作
業
な
ど
に
協
力
し
て

く
れ
る
学
芸
サ
ポ
ー
タ
ー
を
募
集
し

ま
す
。

●
対
象
者　

内
子
町
の
歴
史
や
文
化

　

な
ど
に
関
心
の
あ
る
小
学
生
以
上

　

の
人（
小
学
生
は
要
保
護
者
同
伴
）

●
活
動
日
時　

毎
月
第
３
日
曜
日　

　
（
月
に
よ
っ
て
変
更
あ
り
）

●
場
所　

木
蠟
資
料
館
上
芳
我
邸

●
活
動
内
容　

古
文
書
の
解
読
・
整

　

理
な
ど

※
経
験
は
問
い
ま
せ
ん
。
申
込
方
法

　

な
ど
、
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ

学
芸
サ
ポ
ー
タ
ー
を
募
集
し
ま
す
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くらしの情報

●
講
習
日
／
会
場

⑴
７
月
10
日（
日
）
／
愛
媛
県
歴
史

　

文
化
博
物
館（
西
予
市
）

⑵
7
月
18
日（
月
）
／
新
居
浜
市
市

　

民
文
化
セ
ン
タ
ー

⑶
7
月
24
日（
日
）
／
愛
媛
県
生
活

　

文
化
セ
ン
タ
ー
（
松
山
市
）

●
時
間　

午
前
９
時
～

●
受
講
料　

７
５
０
０
円

●
申
込
期
限　

６
月
24
日（
金
）

※
会
場
ご
と
に
、
定
員
に
な
り
次
第

　

申
し
込
み
を
締
め
切
り
ま
す
。

●
主
催　

愛
媛
県
猟
友
会

《
狩
猟
免
許
試
験
》

　

受
験
手
数
料
を
全
額
助
成
し
ま
す
。

●
試
験
日

▽
第
１
回　

８
月
２
日（
火
）

▽
第
２
回　

９
月
11
日（
日
）

※
試
験
の
内
容
な
ど
は
、
お
問
い
合

　

わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
受
験
手
数
料　

５
２
０
０
円

※
す
で
に
他
の
狩
猟
免
許
を
所
持
す

　

る
人
は
３
９
０
０
円
で
す
。

●
主
催　

愛
媛
県

●
そ
の
他　

無
免
許
ま
た
は
無
許
可

　

で
鳥
獣
の
捕
獲
を
行
っ
た
場
合
、１

　

年
以
下
の
懲
役
ま
た
は
１
０
０
万

　

円
以
下
の
罰
金
が
科
せ
ら
れ
ま
す
。

【
申
込
・
問
い
合
わ
せ
】

産
業
振
興
課　

林
業
振
興
係

（
内
子
分
庁
内
）

☎
０
８
９
３（
４
４
）２
１
２
３

　

平
成
29
年
３
月
末
ま
で
に
卒
業
見

　

込
み
の
人

⑵
日
本
の
国
籍
を
有
す
る
人

⑶
採
用
後
、
大
洲
市
・
内
子
町
の
い

　

ず
れ
か
に
居
住
可
能
な
人

⑷
両
眼
と
も
視
力
が
0.7
以
上（
矯
正

　

含
む
）で
色
覚
が
正
常
で
あ
る
人

⑸
聴
力
が
左
右
正
常
で
あ
る
人

●
一
次
試
験

▽
期
日　

９
月
18
日（
日
）

▽
場
所　

大
洲
市
役
所
ほ
か

●
受
付
期
間　

７
月
４
日（
月
）

　
　
　
　
　
　

～
８
月
５
日（
金
）

●
そ
の
他　

詳
し
く
は
、
地
区
回
覧 

　

の「
平
成
28
年
度
大
洲
地
区
広
域

　

消
防
事
務
組
合
消
防
職
員
採
用
試

　

験
案
内
」を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
】

大
洲
地
区
広
域
消
防
事
務
組
合

消
防
本
部
総
務
課

☎
０
８
９
３（
２
４
）２
６
６
６

　

ozu119.jp/index.htm
l

 　

有
害
鳥
獣
に
よ
る
農
作
物
の
被
害

軽
減
を
目
的
に
、
狩
猟
免
許
の
取
得

費
用
を
助
成
し
ま
す
。

《（
初
心
者
）
予
備
講
習
会
》

　

狩
猟
免
許
試
験
予
備
講
習
の
受
講

料
を
全
額
を
助
成
し
ま
す
。

⑷
月
額
所
得
が
15
万
８
０
０
０
円
以

　

下
の
人

※
高
齢
者
の
み
の
世
帯
、障
が
い
者
や

　

就
学
前
の
子
ど
も
の
い
る
世
帯
な

　

ど
は
、21
万
４
０
０
０
円
以
下
。

●
注
意
事
項

・
入
居
時
に
は
敷
金（
家
賃
3
カ
月

　

分
）が
必
要

・
家
賃
は
、
入
居
者
の
収
入
に
よ
り

　

決
定

●
申
込
方
法　

入
居
者
申
込
書
を
提

　

出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
申
込
書
は
建
設
デ
ザ
イ
ン
課
、内
子

　

分
庁
、小
田
支
所
に
あ
り
ま
す
。

●
申
込
期
限　

６
月
24
日（
金
）

※
申
込
多
数
の
場
合
は
、抽
選
に
よ
り

　

決
定

【
申
込
・
問
い
合
わ
せ
】

建
設
デ
ザ
イ
ン
課　

管
理
係

☎
０
８
９
３（
４
４
）６
１
５
７

小
田
支
所

☎
０
８
９
２（
５
２
）３
１
１
１

●
採
用
予
定
人
員　

６
人

●
受
験
資
格　

次
の
⑴
～
⑸
の
全
て

　

に
該
当
す
る
人

⑴
平
成
４
年
４
月
２
日
以
降
に
生
ま

　

れ
た
人
で
、
大
学
・
短
期
大
学
ま

　

た
は
高
等
学
校
を
卒
業
も
し
く
は

●
住
宅
の
規
格
・
家
賃
な
ど

《
新
中
組
団
地
》

▽
住
所　

寺
村
１
０
９
７
番
地

▽
構
造　

木
造
平
屋
、
Ｈ
27
建

▽
面
積
他　

71
・
69
㎡　

３
Ｄ
Ｋ

▽
家
賃（
月
額
）　

２
万
８
０
０
０
～

※
オ
ー
ル
電
化
・
駐
車
場
あ
り

●
入
居
資
格

　

次
の
⑴
～
⑷
を
満
た
す
人

⑴
同
居
中
ま
た
は
同
居
し
よ
う
と
す

　

る
と
す
る
親
族
が
あ
る
人（
た
だ
し

　

条
件
に
よ
っ
て
は
単
身
入
居
も
可
）

⑵
現
に
住
宅
に
困
窮
し
て
い
る
こ
と
が

　

明
ら
か
な
人

⑶
暴
力
団
関
係
者
で
な
い
こ
と

大
洲
地
区
広
域
消
防
事
務
組
合

消
防
職
員
を
募
集
し
ま
す

集

募

狩
猟
免
許
取
得
の
際
は

助
成
費
を
ご
活
用
く
だ
さ
い

町
営
住
宅
「
新
中
組
団
地
」
の

入
居
者
を
募
集
し
ま
す

新中組団地の外観
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※
詳
し
い
内
容
や
日
程
な
ど
は
、
お

　

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
】

え
ひ
め
い
や
し
の
南
予
博
２
０
１
６

八
幡
浜
実
行
委
員
会

☎
０
８
９
４（
２
２
）３
１
１
１

　
「
子
ど
も
の
人
権
１
１
０
番
」
の

強
化
週
間
に
合
わ
せ
、
電
話
相
談
窓

口
を
開
設
し
ま
す
。
相
談
は
無
料
で

秘
密
は
厳
守
し
ま
す
。

●
受
付
日
時

▽
６
月
27
日（
月
）7
月
１
日（
金
）

　

午
前
８
時
30
分
～
午
後
７
時

▽
７
月
２
日（
土
）・
３
日（
日
）

　

午
前
10
時
～
午
後
５
時

●
相
談
内
容　

い
じ
め
・
体
罰
・
児

　

童
虐
待
な
ど
、
子
ど
も
の
人
権
問

　

題
に
関
す
る
相
談

●
電
話
番
号
（
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル
）

☎
０
１
２
０（
０
０
７
）１
１
０

※
携
帯
電
話
可
、
Ｉ
Ｐ
電
話
不
可

●
相
談
担
当
者　

人
権
擁
護
委
員
、

　

法
務
局
職
員

●
主
催　

松
山
地
方
法
務
局
・
愛
媛

　

県
人
権
擁
護
委
員
連
合
会

【
問
い
合
わ
せ
】

松
山
地
方
法
務
局
人
権
擁
護
課

☎
０
８
９（
９
３
２
）０
８
８
８

　

か
つ
て
商
港
と
し
て
栄
え
た
港
町

八
幡
浜
で
、
古
い
町
並
み
や
酒
蔵
巡

り
な
ど
が
で
き
る
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
イ

ベ
ン
ト
を
開
き
ま
す
。

●
八
幡
浜
ふ
る
さ
と
ウ
ォ
ー
ク

　

ラ
ジ
オ
か
ら
流
れ
る
解
説
を
聞
き

　

な
が
ら
町
並
み
を
探
索

▽
開
催
日　

６
月
５
日

●
保
内
ふ
れ
あ
い
ウ
ォ
ー
ク

　

紡
績
業
・
鉱
山
業
な
ど
の
産
業
が

　

発
展
し
、
明
治
・
大
正
期
の
近
代

　

遺
産
が
残
る
保
内
町
川
之
石
地
区

　

を
巡
る

▽
開
催
日　

10
月
下
旬（
予
定
）

●
八
幡
浜
に
ぎ
わ
い
ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー

　

各
地
を
巡
っ
て
ス
タ
ン
プ
を
集
め

　

る
と
八
幡
浜
の
特
産
品
が
当
た
る

▽
開
催
期
間　

６
月
５
日（
日
）

　
　
　
　
　
　

～
11
月
20
日（
日
）

●
場
所　

八
幡
浜
市
街
地
・
保
内
町

え
ひ
め
い
や
し
の
南
予
博

〜
八
幡
濱
港
町
め
ぐ
り
〜

「
子
ど
も
の
人
権
１
１
０
番
」

全
国
一
斉
、
強
化
週
間

市内に残る明治・大正期の建物

　　

梅
雨
前
線
な
ど
の
影
響
で
、
大
雨

に
よ
る
災
害
が
起
き
や
す
い
季
節
で

す
。
内
子
町
や
愛
媛
県
で
は
、
６
月

を
防
災
対
策
強
調
月
間
と
し
て
、
河

川
・
道
路
な
ど
の
土
木
施
設
や
工
事

現
場
の
パ
ト
ロ
ー
ル
を
強
化
し
、
危

険
箇
所
の
発
見
な
ど
、
災
害
の
未
然

防
止
に
努
め
て
い
ま
す
。

　

テ
レ
ビ
、
ラ
ジ
オ
な
ど
の
災
害
情

報
に
注
意
し
、
危
険
が
迫
っ
た
と
き

は
す
ぐ
に
避
難
す
る
な
ど
、
災
害
に

十
分
に
警
戒
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、

懐
中
電
灯
や
携
帯
ラ
ジ
オ
を
常
備
す

る
な
ど
、
日
頃
の
備
え
を
心
掛
け
ま

し
ょ
う
。

　

危
険
な
箇
所
を
見
か
け
た
と
き

は
、
す
ぐ
に
内
子
町
役
場
総
務
課
ま

た
は
建
設
デ
ザ
イ
ン
課
に
連
絡
し
て

く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
】

総
務
課　

危
機
管
理
班

☎
０
８
９
３（
４
４
）６
１
５
０

建
設
デ
ザ
イ
ン
課　

公
共
土
木
係

☎
０
８
９
３（
４
４
）６
１
５
７

　

ワ
ン
ク
リ
ッ
ク
請
求
と
は
、ス
マ
ー

　《
わ
い
わ
い
喫
茶
》

●
日
時　

７
月
11
日（
月
）

　
　
　
　

午
後
１
時
～
４
時
30
分

●
場
所　

う
ち
こ
福
祉
館　

和
室

●
参
加
費　

無
料

【
申
込
・
問
い
合
わ
せ
】

う
ち
こ
福
祉
館

☎
０
８
９
３（
４
４
）３
４
１
０

　

労
働
保
険（
労
災
保
険
・
雇
用
保

険
）の
年
度
更
新
が
始
ま
り
ま
す
。
手

続
き
は
早
め
に
済
ま
せ
ま
し
ょ
う
。

●
手
続
期
間　

６
月
１
日（
水
）

　
　
　
　
　
　

～
７
月
11
日（
月
）

※
電
子
申
請
が
で
き
る
の
で
、ぜ
ひ
、

　

利
用
し
て
く
だ
さ
い
。

　

w
w

w
.e-gov.go.jp

【
問
い
合
わ
せ
】

愛
媛
労
働
局
労
働
保
険
徴
収
室

☎
０
８
９（
９
３
５
）５
２
０
２

う
ち
こ
福
祉
館
の
行
事
案
内

し

催

知

ら

せ

お

６
月
は
防
災
対
策
強
調
月
間

し
て
く
だ
さ
い
。

●
日
時　

６
月
18
日（
土
）

　

午
前
11
時
30
分
～
午
後
４
時

●
場
所　

松
山
市
総
合
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

　

セ
ン
タ
ー

●
対
象

・
看
護
系
教
育
施
設
で
学
ぶ
学
生

・
再
就
職
を
希
望
す
る
看
護
職

※
申
し
込
み
・
参
加
費
用
は
必
要
あ

　

り
ま
せ
ん
。

【
主
催
・
問
い
合
わ
せ
】

公
益
社
団
法
人
愛
媛
県
看
護
協
会

☎
０
８
９（
９
２
３
）１
２
８
７

●
対
象
者　

18
歳
以
上
の
ひ
き
こ
も

　

り
本
人
ま
た
は
そ
の
家
族

●
日
時　

毎
週
月
～
金
曜
日

　

午
前
8
時
30
分
～
午
後
５
時
15
分

※
祝
日
は
除
く
。

●
場
所　

八
幡
浜
保
健
所
相
談
室

●
相
談
方
法　

次
の
い
ず
れ
か
の
方

　

法
で
相
談
を
受
け
付
け
ま
す
。

・
電
話
相
談（
随
時
受
付
中
）

・
来
所
相
談（
事
前
予
約
が
必
要
）

※
相
談
費
用
は
無
料
で
す
。
気
軽
に
、

　

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
】

八
幡
浜
保
健
所　

精
神
保
健
係

☎
０
８
９
４（
２
２
）４
１
１
１

ト
フ
ォ
ン
な
ど
で
、ア
ダ
ル
ト
サ
イ
ト

な
ど
の
無
料
サ
イ
ト
を
見
よ
う
と
ク

リ
ッ
ク
し
た
と
き
に
、
知
ら
な
い
間
に

有
料
サ
イ
ト
に
登
録
さ
れ
、
身
に
覚

え
の
な
い
高
額
料
金
を
請
求
さ
れ
る

詐
欺
の
手
口
で
す
。被
害
に
遭
っ
た
と

き
は
、慌
て
ず
に
次
の
こ
と
に
気
を
付

け
て
く
だ
さ
い
。

・
ブ
ラ
ウ
ザ
に
残
っ
て
い
る
登
録
・
請

　

求
画
面
を
削
除
す
る

※
詳
し
い
方
法
は
、
情
報
処
理
推
進

　

機
構（
Ｉ
Ｐ
Ａ
）の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　

を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。

　

w
w

w
.ipa.go.jp

・
個
人
情
報
が
漏
れ
る
の
を
防
ぐ
た

　

め
、
不
用
意
に
事
業
者
に
連
絡
し

　

な
い

※
そ
の
他
、
不
安
な
こ
と
が
あ
り
ま

　

し
た
ら
、
気
軽
に
お
問
い
合
わ
せ

　

く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
】

内
子
町
消
費
生
活
相
談
窓
口

☎
０
８
９
３（
４
４
）５
０
２
６

愛
媛
県
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

☎
０
８
９（
９
２
５
）３
７
０
０

　　

愛
媛
県
内
の
医
療
機
関
な
ど
41
施

設
が
一
堂
に
集
ま
り
、
合
同
就
職
説

明
会
を
開
催
し
ま
す
。
ぜ
ひ
、
参
加

ス
マ
ホ
の
ワ
ン
ク
リ
ッ
ク
請

求
に
注
意
し
て
く
だ
さ
い

看
護
職
合
同
就
職
説
明
会

２
０
１
６
を
開
催
し
ま
す

くらしの情報

ひ
き
こ
も
り
相
談
を
受
け
付

け
ま
す

労
働
保
険
の
年
度
更
新
が

始
ま
り
ま
す

愛媛ＦＣを応援しに行こう
内子町マッチタウンゲーム

●場所　ニンジニアスタジアム（松山市）
●特別割引チケット（Ｂ自由席）を販売（内子町在住者に限る）
●販売期間　6月17日～７月１日
●料金　一般1,000円、高校生以下無料
※チケットは、役場本庁（総務課）・内子分庁 （自治・学習課）・小田
　支所・各自治センターにあります。試合会場にはありませんのでご
　注意ください。

７月３日（日）午後７時キックオフ
ＶＳジェフユナイテッド千葉

【問い合わせ】　
総務課　政策調整班　☎０８９３（４４）６１５１
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